
介護サービス事業
及び予防給付型
サービスの指定を
受けている事業所

生活支援型サービスの
指定を受ける場合

①－（２）
予防給付型サービスの
指定を受ける場合

介護サービス事業
のみ指定を受けて
いる事業所

①－（２）
予防給付型・生活支援型
サービスの指定を受ける
場合

介護サービス事業
の指定を受けてい
ない事業所

①－（１）
生活支援型サービスのみ
指定を受ける場合

新たに介護サービ
ス事業と総合事業
を同時一体的に
行う事業所

パターンB

①市内に所在する事業所
※パターンＢは指定申請手数料は不要です。パターンＣは指定申請手数料３０，０００円が必要です。
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